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論 説 

高校生に対する租税教育及び主権者教育に関する一考察 

 

 

前金沢国税局調査査察部長 

笹 川 篤 史  

 

◆SUMMARY◆ 

2015 年公職選挙法等の改正により、選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられたことに伴

い、主権者教育が多くの高校で取り組まれるようになった。こうしたなかで、2016 年 4 月

15 日の財政等審議会財政制度分科会及び平成 28 年度東京都税制調査会答申において、18 歳

選挙権を意識した租税教室や選挙権年齢の引下げが取り上げられるなど、財政・租税教育と

主権者教育を関連付ける動きが見られる。このような流れは租税教育の拡充の観点からは望

ましいと思われる。また、具体的な税制を扱う租税教室が主権者教育としても効果的である

ことを示すことができれば、租税教育の充実及び新規の高校における開催につながるとも思

われる。 

本稿は、租税教育の一層の推進に寄与するために、主権者教育における租税教育の長所を

明らかにし、租税教育の拡充を図るための理論構築を行うとともに、政治的中立性の観点か

ら問題視される可能性がある場合を示し、その対応策について考察するものである。 

（平成 29 年 9 月 29 日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、全て執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式

見解を示すものではありません。 
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第１章 はじめに 

2015 年 6 月 17 日に公職選挙法等の一部を

改正する法律が成立したことにより、公職選

挙の選挙権を有する者の年齢が満 18 歳以上

に引き下げられた。これを受け、全国の高等

学校（以下、「高校」という。）に文部科学省

から、政治や選挙等に関する生徒用の副教材

として『私たちが拓く日本の未来』（以下、「副

教材」という。）、教員用の指導用資料として

『私たちが拓く日本の未来【活用のための指

導資料】 有権者として求められる力を身に

付けるために』（以下、「指導資料」という。）

が配布され、主権者教育が多くの高校で取り

組まれるようになった(1)。 

こうしたなかで、2016 年 4 月 15 日の財政

等審議会財政制度分科会（以下、「財政制度分

科会」という。）及び平成 28 年度東京都税制

調査会答申(2)において、18 歳選挙権を意識し

た租税教室や選挙権年齢の引下げが取り上げ

られる等、財政・租税教育と主権者教育を関

連づける動きが見られる。こうした流れは租

税教育の拡充の観点からは望ましいと思われ

るが、学校には、教育の政治的中立性（以下、

「政治的中立性」という。）が求められており、

政治的中立性についての批判を受ければこう

した機運に水を差すことになりかねず、また、

政治的中立性を過度に意識するあまり、現実

の課題等を含む租税教室を避けることも考え

られる。 

指導資料においては、「現実の具体的な政治

的事象も取り扱い，生徒が有権者として自ら

の判断で権利を行使することができるよう，

具体的かつ実践的な指導を行うことが求めら

れています」とされ、現実の課題を扱う主権

者教育の実施が求められている。高校生を対

象とするような具体的な税制を扱う租税教室

が主権者教育としても効果的であることを示

すことができれば、租税教室の充実及び新規

の高校(3)における開催につながると思われる。 

このため、本稿では、租税教育の一層の推

進に寄与するために、主権者教育における租

税・財政分野の長所を明らかにし、租税教育

の拡充を図るための理論構築を行うとともに、

政治的中立性の観点から問題視される可能性

がある場合を示し、対応策としての留意点等

を整理することとしたい。 

なお、本内容は、全て執筆者の個人的見解

であり、執筆者の所属する機関の公式見解を
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示すものではない。 

 

第２章 租税教育の現状 

（１）政府による取組 

租税の役割等については、現行の学習指導

要領に記載があり、納税の義務等について理

解させることが求められている。 

国税庁により、「次代を担う児童・生徒等が、

民主主義の根幹である租税の意義や役割を正

しく理解し、社会の構成員として税金を納め、

その使い道に関心を持ち、さらには納税者と

して社会や国の在り方を主体的に考えるとい

う自覚を育てること」(4)を目的とし、租税教

育の充実に向け支援が行われている。 

このように租税教育はかねてから行われて

きたが、近年では平成 23 年度税制改正大綱

において、「社会人となる手前の高等学校や大

学等の段階における租税教育の充実や、租税

教育を担う教員等に対する意識啓発について

検討し、関係省庁及び民間団体が連携して取

り組む」(5)とされたことを踏まえ、2011 年 11

月から総務省、文部科学省、国税庁等で構成

される租税教育推進関係省庁等協議会(6)が開

催されている。 

租税教室等への講師派遣状況を見ると、

2014 年度では国税職員 8,403人、国税職員以

外 23,868 人、合計 32,271 人が学校（大学、

専修学校に対する講師派遣を含む。）に派遣さ

れている(7)。 

具体的な租税教室の取組事例としては、

2015 年 12 月 4 日に埼玉県立浦和高等学校 3

年生による「消費税率 10％引き上げ時に軽減

税率を導入すべきだ」を論題としたディベー

トが紹介されている(8)。 

（２）地方自治体による取組 

地方自治体においても、租税教室に講師を

派遣する等、積極的な取組が行われている。

例えば、東京都税制調査会小委員会資料(9)に

よると、2014 年度は、東京都主税局による開

催が、小学校 53 校、中学校 8 校、高校 1 校、

大学等 7 校となっている。 

また、同資料では、教員研究団体の協力の

下専門部会を設置し 6 年生社会科学習資料及

び中学校社会科公民的分野資料の発行(10)が

行われており、小学校 6 年生用 117,200 部、

中学校 3 年生用 118,400 部とされている。高

校生向けには、租税を通じた高校生の主権者

意識の醸成に向け、2016 年度に高等学校専門

部会を設置し、教材の作成に向けた検討を実

施するとされている。 

（３）税理士会による取組 

税理士会の設立には、会則を定めることが

必要であり、会則には「租税に関する教育そ

の他知識の普及及び啓発のための活動に関す

る規定」（税理士法第 49条の 2 第 2項第 10

号）を記載しなければならないとされている。

日本税理士会連合会会則においては、「本会は、

申告納税制度の理念にそって、租税の意義及

び役割等について国民の理解を深めるため、

必要な租税教育等に関する施策を行う。」（第

67条の 2）とされている。 

このように法律及び会則に明記されている

こともあり、積極的な活動が行われており、

税理士が行った租税教室の開催件数は 2014

年度には 8,583回(11)となっており、また教材

の作成(12)やウェブサイトによる情報提供(13)

も行われている。また、「税理士が行う租税教

育等の意義と課題」というテーマで税理士会

による公開研究討論会も行われている(14)。 

（４）納税貯蓄組合等による取組 

納税貯蓄組合法に基づき設立されている納

税貯蓄組合では、1967 年から中学生の「税に

ついての作文」募集事業(15)を行っており、

2016 年度の応募校数は 7,467 校、応募編数は

629,534件(16)となっている。応募割合をみる

と、学校数では 71.8％、生徒数では 18.5％(17)

となっている。 

また、法人会、納税協会及び間税会におい

ても、租税教育への取組が行われている。 
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第３章 主権者教育の現状 

（１）2015 年 9 月、選挙権年齢の引下げ等

に対応し、文部科学省は総務省との連携によ

り、副教材及び指導資料を作成し、全国の高

校に配布するとともに、ホームページで公表

した(18)。 

副教材は、高等学校等における政治的教養

を育む教育の一層の充実に資するよう、政治

の仕組みや意義、選挙の実施についての解説

（解説編）、話合いやディベート等の手法や、

選挙管理委員会等と連携した模擬選挙や模擬

議会等の実践的な学習活動の紹介（実践編）、

投票と選挙運動等についての Q&A など（参

考編）で構成されている。また、指導資料は、

副教材を高校で活用する際の留意点などをま

とめたものであり、主に公民や総合、特別学

習の時間に扱われることが望ましいとされて

いる。 

副教材の利用により、「論理的思考力（中

略）」、「現実社会の諸課題について多面的・多

角的に考察し，公正に判断する力」、「現実社

会の諸課題を見出し，協働的に追究し解決（中

略）する力」、「公共的な事柄に自ら参画しよ

うとする意欲や態度」(19)を生徒に身に付けさ

せることが期待されている。 

（２）2015 年 10 月 29 日、文部科学省初等

中等教育局長から各都道府県教育委員会等に

対し、「模擬選挙や模擬議会など現実の政治を

素材とした実践的な教育活動を通して理解を

深めたりすることができるよう指導するこ

と」との通知が行われた(20)。 

（３）文部科学省は、2015 年 11 月 9 日に義

家弘介文部科学副大臣の下に「主権者教育の

推進に関する検討チーム」を設置し、2016

年 3 月 31 日に中間まとめ(21)、同年 6 月 18

日に最終まとめ(22)を公表した。中間まとめで

は、「主権者教育」は「主権者に求められる力

の養成」とされ、主権者教育の目的が「単に

政治の仕組みについて必要な知識を習得させ

るにとどまらず、主権者として社会の中で自

立し、他者と連携・協働しながら、社会を生

き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の

一人として主体的に担うことができる力を身

に付けさせること」とされている。また、高

校における新科目「公共（仮称）」について触

れられている。 

最終まとめでは、「ほとんどの学校において

特別活動や公民科を中心に主権者教育が行わ

れ」る一方、「主権者教育を実施していないと

答えた学校も見受けられた」とされている。 

（４）主権者教育の実践事例 

最終まとめにおいては、各都道府県におけ

る主権者教育に関する特徴ある取組例として、

軽減税率の導入についてディベート (23 )を

行った埼玉県の高校が取り上げられてい

る (24)。 

また、京都府教育委員会が作成した「高等

学校等における主権者教育実践事例集」(25)

において、消費税増税の是非を議論する例が

取り上げられている。 

（５）政治的中立性について批判を受けた事

例 

2015 年 6 月に山口県立柳井高校で行われ

た安全保障関連法案をテーマにした模擬選挙

に関し、同年 7 月の県議会で政治的中立性に

関する批判があり、教育長が釈明する事態が

あった(26)。これについては、「現在では問題

となりません（中略）『指導資料』には，生徒

自らが複数紙を比較検討する授業は『セーフ』

であることが示さされています（21 ページ）。

この事例は，副教材や指導資料が公開・配布

される前の混迷の時期のものであり，現在で

は決着がついている」(27)との考えがある。し

かしながら、「問題は地方の教育委員会や管理

職だろう。現実政治忌避を長く続けた現場で

は、新しい転換の方向が見えにくい」(28)との

指摘があるように、教育委員会や管理職、更

には外部の者までが、指導資料に即した授業

方法であるから、問題はないとの認識となる

までには、時間を要すると思われる。 
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また、授業で用いた新聞が 2紙では少ない

という指摘については、「資料で使われる新聞

紙数を中立性の判断基準とするのは全く間

違っている。問題はあくまでも記事と資料の

内容なのである」(29)との指摘がある。 

（６）新科目「公共」 

高校における公民科は「主権者教育におい

て重要な役割を担う教科」(30)とされているが、

共通必修科目としての「公共（仮称）」の設置

が提言されている。「公共（仮称）」において

は、「財政と税」が題材の一つとされ、「関係

する専門家・機関と連携・協調したり、討論」

などの学習活動を取り入れることが想定され

ている。このため、財政・租税を題材に討論

等を行う、租税教育は「公共（仮称）」の授業

の先取りにつながるとも考えられる。 

なお、次期学習指導要領改訂は、前回改訂

時のスケジュールを踏まえた場合、高校は

2022 年度から年次進行により実施予定とさ

れている(31)。 

 

第４章 高校生に対する租税教育及び主権者

教育の実施状況に関する課題 

（１）高校生に対する租税教育の実施状況及

びその課題 

高等学校学習指導要領では、現代社会の内

容として「政府の役割と財政・租税，金融に

ついて理解を深めさせ」(32)、政治・経済では

「財政の仕組みと働き及び租税の意義と役割，

金融の仕組みと働きについて理解させ」(33)

と記載されている。このため、教科書にも記

載があるものの、「今の財政にまつわる教科書

の記述というのは、仕組みを理解させるとい

うことだけで手いっぱいになっていて、現状

がどうで、これから将来どうすればいいかと

いうところまでなかなか思いがいってな

い」 (34)という意見がある。 

授業時間についても、受験科目に入ってい

ないため必要な授業時間が確保されていない

と指摘(35)されている。現代社会及び政治・経

済の教科書に記載があるにもかかわらず、十

分な学習時間が確保できておらず、学生の認

識が薄い原因として、大学入試センター試験

（以下、「センター試験」という。）における

現代社会及び政治・経済の受験割合が相対的

に低い(36)ことも要因の一つとして考えられ

る。 

また、租税教室についても、「社会に出る一

歩手前の高校生や大学生に対する租税教育の

充実が重要である」(37)と考えられているもの

の、全国の租税教室開催校割合は、小学校

63.3％、中学校 27.7％、高校 24.0％と進学す

るにつれて開催割合が低くなっている(38)。 

こうした状況が、大半の大学生が「基本的

な税金の知識に欠けている」(39)との指摘や

「多くの取組があったのに、なぜ実際に学生

と話すと認識が薄いのか」(40)との指摘につな

がっていると思われる。 

（２）高校生に対する主権者教育の実施状況

及びその課題 

文部科学省が行った全国の国公私立の高校

を対象とする主権者教育の実施状況調査(41)

（以下、「実施状況調査」という。）によると、

2015 年度の第 3 学年以上に対する実施状況

は国公立及び私立の全体で 94.4％(42)となっ

ているものの、現実の政治的事象についての

話合い活動の実施割合は、20.9％となってい

る。また、私立における実施していない学校

255 課程の理由の一つとして、「時間の確保が

困難」が挙げられている。 

指導に当たっての連携状況をみると、選挙

管理委員会と連携は 30.7％、関係団体・NPO

と連携が 3.6％、連携していないが 66.7％と

なっている。 

実施状況調査によると、大多数の高校で主

権者教育が実施され、副教材の使用割合は

84.7％となっているものの、「補助教材が届く

と、学校現場からはさらに多くの質問などが

出されるようになった。（中略）『この教材は、

本校のレベルに合わない』」(43)、（時間確保や
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政治的中立性に関し）「現場からは戸惑いの声

も挙がっている」(44)といった指摘もある。 

関係機関の取組をみると、選挙管理委員会

が選挙出前授業に取り組んでおり、2015 年度

の全国の高校に対する実施割合は 33.1％(45)

となっている。一方、選挙管理委員会からは、

「人員の調整に苦労した」、「対応する人員が

不足している」、「選挙時期など繁忙期の対応

が困難」、「学校の求める内容と選管が対応で

きることとの差がある」(46)との意見が出され

ている。 

（３）小考 

高校生に対する租税教育については積極的

な取組の必要性が指摘されているものの、現

状、十分に行われているとは言い難い状況に

ある。一方、主権者教育では、実施される割

合は高まっているものの、現実の政治的事象

についての話合い活動の実施割合は、20.9％

にとどまっている。また、選挙管理委員会に

よる出前授業については、人員不足という問

題が指摘されている。このため、主権者教育

の一環として租税教育を実施することができ

れば、主権者教育及び租税教育双方の課題の

解決に資すると思われる。 

 

第５章 選挙権年齢の引下げと租税教育との

関連 

（１）審議会等における議論 

財政・租税教育の観点から選挙権年齢の引

下げを取り上げたものとして以下のものがあ

る。2016 年 4 月 15 日に開催された財政制度

分科会において、財政・租税教育を取り巻く

最近の動きとして、選挙権年齢の満 18 歳以

上への引下げ、新しい科目「公共（仮称）」の

新設が取り上げられている。また、財政・租

税教育について「18 歳選挙権で主権者教育と

いうことがよく強調されていますが、これも

密接に関わること」(47)という指摘がある。 

東京都税制調査会においては、2016 年 6

月 3 日に開催された第 1回小委員会の配布資

料に「税負担のあり方や税の使い道の決定に

かかわる選挙への参加は、税と社会との関わ

りへの関心を高める絶好の機会」(48)、「選挙

権年齢の引き下げを踏まえた内容の充実が必

要」(49)、「選挙権が 18 歳以上になることを考

えると、税の仕組みや納税の必要性をしっか

りと学ぶことが望まれるため、大学生、社会

人への教室は重要」(50)と記載され、「選挙者

年齢の引き下げに伴う主権者教育の高まりを

背景として、内容の充実が求められて」いる

との説明(51)がされている。 

平成 28 年度東京都税制調査会答申におい

て、「主権者としての納税者意識の醸成という

視点も含めた内容にすることが望ましい（中

略）教育所管部署や選挙管理委員会、関係団

体とこの方向性について認識を一にし、とも

に取り組むことが求められる」(52)とされてい

る。 

（２）授業事例等 

租税教室の中には、「選挙、そして政治に関

する意識を高めるきっかけとでき、効果が

あった」との考えが示されている(53)ものがあ

る。消費税の軽減税率導入に関するディベー

トを行う授業（第 2 章参照）のように、租税

教育及び主権者教育の両方において紹介され、

一定の評価を受けていると考えられるものも

ある。富山県立富山南高校においては、2016

年 6 月 23 日に主権者としての自覚を促すた

めの租税教室が開催され、主権者教育として

財政課題や投票の意味などについて講義が行

われている(54)。 

また、租税教育推進関係省庁等協議会の発

行する租税教育の事例集(55)において、「主権

者として、納税の意義を考える」という事例

が紹介されている等、主権者を意識した租税

教育の事例や主権者としての自覚を育む租税

教育についての研究(56)も行われている。 

（３）教材の作成 

東京税理士会が作成したテキストでは、「主

権者として税を通して社会を考える主権者意
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識を醸成するシナリオ構成となっている」(57)

とされている。 

東京都の租税教育の取組（第 2 章参照）で

は、高校生向けの「租税を通じた高校生の主

権者意識の醸成に向け」(58)教材の作成に向け

た検討が行われることとなっている。 

（４）小考 

租税教育は、「社会や国の在り方を主体的に

考えるという自覚を育てる」という目的で行

われている。また、国税庁では毎年 11 月 11

日から 11 月 17 日までの一週間を「税を考え

る週間」とし、この期間を中心に様々な広報

広聴施策が実施されている。「税を考える週

間」は、「公的サービスと負担をどのように選

択するのかを含めて、税の在り方、国の在り

様を真剣に考えていただく時期に来ていると

いう観点から、単に税を知るだけでなく、能

動的に税の仕組みや目的を考えてもらい、国

の基本となる税に対する理解を深めていただ

く」(59)との趣旨から 2004 年に「税を知る週

間」から改称されている。 

選挙権年齢の引下げに伴い、主権者教育に

期待されること又はその目的は、「現実社会の

諸課題について多面的・多角的に考察し，公

正に判断する力」(60)、「地域の課題解決を社

会の構成員の一人として主体的に担うことが

できる力を身に付けさせること」(61)と示され

ている。 

こうした両者の目的又は考えを踏まえると、

同じ授業が租税教育及び主権者教育の両方に

おいて紹介されることや、租税教室が主権者

教育の一環として評価を受けている事例は、

かねてから行われている租税教育及び「税を

考える週間」の目的（考え）に、選挙権年齢

の引下げを契機とした主権者教育の近年の流

れが合致(62)してきたことを象徴するものと

思われる。 

 

第６章 主権者教育の対象としての租税教育

の長所 

主権者教育の対象となり得るテーマは様々

なものが考えられるが、本章では、租税教育

が有する主権者教育(63)の対象としての長所

及び主権者教育として租税・財政を扱うメ

リットを考察する。 

（１）学習指導要領との親和性 

高校の学習指導要領には財政及び租税につ

いて記載があり（第 4 章参照）、学習指導要

領と親和性を有していると思われる。 

また、現実の政治的課題を議論するために

は、前提知識が必要となり、授業で学習した

知識を活用することにより知識の必要性を理

解し、学習に対する意欲向上につながると思

われる。 

（２）正解が一つに定まらない問いについて

議論することが可能 

副教材及び指導用資料では、「正解が一つに

定まらない問いに取り組む学び」(64)に取り組

むことが期待されている。具体的な税制につ

いては唯一絶対の正解はなく、税制の在り方

を議論することは公平性等について考える契

機となり、「正解が一つに定まらない問い」に

取り組むことにつながると思われる。 

（３）租税教室の実績等 

国税局では 1950 年から租税教育が開始(65)

されており、1958 年以降、全国で、国税庁（国

税局、税務署）、地方税関係者及び教育関係者

により、都道府県及び市区町村単位の租税教

育推進協議会が立ち上げられ、租税教育の補

助教材の作成や、租税教室への講師派遣等の

活動が行われている(66)。租税教室として税制

等の説明は税務署職員又は税理士等が行うこ

とにより、知識の伝達は税務署職員等、ディ

ベート又は協調学習方法の一種であるジグソ

ー法等の準備及び進行は教員と分担すること

により、教員がディベート等の準備等に集中

することが可能となる。 

また、小学校に比べ開催割合は低いものの、
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高校生に対する租税教室も開催されており

（第 4 章参照）、これまでの蓄積等を活用す

ることが可能である。 

（４）専門家の積極的・組織的協力 

租税教育の推進体制として、国レベルでは

租税教育推進関係省庁等協議会、都道府県レ

ベルでは都道府県租税教育推進協議会、市町

村レベルでは区市町村租税教育推進協議会が

設置されている。また、税理士会においては、

租税教育が会則に明記されており、積極的な

取組が行われている（第 2 章参照）。 

このように、租税教育を推進する体制が全

国組織となっていることから、各地における

効果的な授業例等の情報を共有しやすく、ま

た、市町村レベルの区市町村租税教育推進協

議会や全国524の税務署があることから地域

に密着した活動を行うことや題材を取り上げ

るといったことが行いやすいということも考

えられる。 

指導資料 14 頁においては、専門家との連

携について継続的な実施を求めているが、租

税教育は組織的な取組を行っていることから

継続的な実施が可能となっている。 

（５）身近なテーマが設定可能 

例えば、消費税は身近な税の一つであり、

消費税率の引上げや軽減税率導入は、生徒自

身にも直接影響する身近な政策課題である。

また、所得税の改正は家計の可処分所得に影

響することから、身近なテーマとして生徒に

考えさせることも可能と思われる。 

（６）優先順位について議論することが可能 

「実際に政策や予算措置を講じるに当たっ

ては，財源に限りがあることから優先順位を

考えることが重要である」(67)ことから、副教

材では模擬請願が授業方法の一つとして示さ

れている。財政をテーマとすれば、予算支出

において何を優先すべきかという議題設定が

可能であると思われる。 

また、税制を扱うならば、単一の税目で垂

直的公平と水平的公平を同時に満たすことは

困難であると思われることから、例えば、垂

直的公平と水平的公平のどちらをより重視す

るかという観点から所得税及び消費税のどち

らに重きを置くかというようなテーマ設定も

考えられる。 

（７）時事的なテーマが継続的に設定可能 

税制改正が毎年行われることから、その議

論の過程における論点が新聞等で報じられる

こととなる。学習教材として用いる論点が例

えば消費税の軽減税率から所得税の配偶者控

除に変わろうとも、租税という同じ分野であ

ることから、教員や協力する外部専門家にノ

ウハウが蓄積されるというメリットが考えら

れる。 

（８）充実した利用可能な資料 

税制及び税収等の教材として利用可能な図

表等の資料が、国税庁及び財務省ホームペー

ジ等により公開されている。これらを用いる

ことにより、根拠資料に基づいた議論が可能

となり、また、図表を読み解く能力の育成に

もつながると思われる。 

 

第７章 主権者教育に関する留意点及び先行

研究等 

（１）学校教育に関する注意点 

高校 3 年生のように生徒に有権者が含まれ

ている場合等、対象者や内容によっては租税

教室が主権者教育の性格を有する場合が考え

られる。このため、主権者教育に関する留意

点について、整理を行う。指導資料において

は、「指導上の政治的中立の確保等に関する留

意点」として、教育基本法、教育公務員特例

法（昭和 24 年法律第１号）、国家公務員法（昭

和 22 年法律第 120 号）、義務教育諸学校に

おける教育の政治的中立の確保に関する臨時

措置法(68)、公職選挙法に関する注意点が示さ

れている(69)。政治的中立性の他、模擬投票等

の主権者教育を行う場合には公職選挙法等に

ついても留意が必要であるが、政治的中立性

が保たれていれば、特定の政党や候補者を支
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持するための選挙運動や政治的行為に該当す

る可能性は低く、選挙運動や政治的行為を制

限する法令に抵触する可能性も低いと考えら

れることから、政治的中立性を中心に検討を

行う。 

（２）政治的中立性に関する解釈及び解説 

政治的中立性とは、教育基本法第 14条第 2

項が「法律に定める学校は、特定の政党を支

持し、又はこれに反対するための政治教育そ

の他政治的活動をしてはならない。」と規定し

ていること等を踏まえ、「教育に、一党一派に

偏した政治的主義・主張が持ち込まれてはな

らない」ことを意味するものと公的には解さ

れている(70)。 

指導資料においては、同法第 14 条第 2 項

の解釈として、「直接・間接を問わず，特定の

政党を支持し，またはこれに反対するための

政治教育，すなわち党派的政治教育をいう」

とされ、「学校教育において，ある政党の政策

や主張を支持ないし反対するよう教育を行う

場合などは本項により禁止される」と解説さ

れている。また、「教員が政治的教養に関する

教育を行う場合，党派的な主張や政策に触れ

ることはあり得ることであり，各政党の政策

等を批評することが直ちに本項に抵触するも

のではないが，その場合には，他の考え方や

見方を紹介したり，異なる見解を示した複数

の資料を使用したりするとともに，教員の個

人的な主義主張を避けて中立かつ公正な立場

で指導するよう留意しなければならない」(71)

と説明されている(72)。 

（３）政治的中立性に関する先行研究等 

教育の政治的中立性に関する先行研究(73)

や指摘等(74)は複数あるが、中立性を確保する

ための具体的な授業方法として、「中立項的な

問題設定」(75)が提言されている。これは、「現

実に対立しているいずれかの側に有利になる

ように設定された問題ではなく,いずれの側

に対しても平等であり,だれしも公然とは批

難できないように設定された問題」(76)とされ、

例として、原発再稼働の是非ではなく、電気

エネルギー供給の在り方を学習問題として設

定すること等が示されている。 

また、政治的対立がある問題を扱う場合と

して、①両論を併記し、双方の根拠をきちん

と説明、生徒自らに考えさせる、②複数の資

料（新聞など）を利用して、対立点やその根

拠などを、生徒が自ら調べ、まとめ、発表し、

討論して判断させる、③ディベートやさらに

大きなテーマ（「中立項的な問題設定」）とし

て扱うといった対応方法が提案されている

(77)。 

 

第８章 政治的中立性に関する検討 

（１）政治的中立性についての批判を受ける

可能性 

自由民主党及び公明党は消費税の軽減税率

(78)を、民進党は給付付き税額控除(79)を掲げて

おり、軽減税率導入が選挙の主要な争点とな

る場合(80)、軽減税率導入を論題として教室で

行われたディベート(81)又は模擬投票の結果

のみが保護者等(82)に伝わることで、結果が独

り歩きし、結果のみが捉えられ、政治的中立

性に疑問を呈されることや、柳井高校の事例

のように政治的中立性に関する批判を受ける

可能性が残ると思われる(83)。 

指導資料では新聞を授業に用いる場合、「一

紙のみを使用するのではなく，多様な見解を

紹介するために複数の新聞等を使用して，比

較検討することが求められる」(84)とされてい

るが、多数の新聞社が加盟している日本新聞

協会が軽減税率導入を求めており(85)、軽減税

率導入に反対している新聞紙を収集すること

は困難であると思われる。このため教員又は

講師が資料を作成する必要があり、資料の内

容によっては政治的中立性に関する批判を受

ける可能性も考えられる。 

また、軽減税率について日本税理士会連合

会は反対しており(86)、税理士が協力する租税

教室において、ディベートや模擬投票の結果、
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軽減税率導入に否定的な側が勝利した場合

(87)には、資料や議論が誘導的であったのでは

ないかとの疑いが持たれる可能性が残ると思

われる。このため、こうした疑いが生ずる可

能性を回避する方法の検討を行う。 

（２）「中立項的な問題設定」による対応 

消費税の税率引上げや軽減税率導入につい

ての議論において、「中立項的な問題設定」（第

7 章参照）による対応を行う場合、「消費税率

引上げの是非」については、「所得課税・消費

課税・資産課税のどれを課税強化するか」と

いう問題設定が考えられる。また、「消費税の

軽減税率導入の是非」については、「消費税率

引上げ時にどのような対策が必要か」という

問題設定が考えられる。 

このような問題を設定することにより、副

教材及び指導資料において示されている模擬

請願を行うことや、課題解決型授業としてジ

グソー法又はポスターツアー（協調学習方法

の一種）等のアクティブラーニングが可能と

なると考えられる。ただし、教員側からどの

ような資料又は論点を示すかが実施に向けた

課題と思われる。 

（３）ディベート的討論による対応 

「ディベート学習では対立説の併置だけで

なく、生徒の言葉による相互批判があり、生

徒によって説得力が審査される、という学習

過程が仕組まれている」(88)中立項の場合、

ディベートのメリットが失われる。 

このため、本稿ではディベートを行っても

勝敗の判定の結果を出さないようにすると

いった折衷的な方法として以下のようなディ

ベート的討論(89)による方法を提案する。 

これは、グループ分けを行い(90)、立論、質

疑、反駁を行うまでは指導資料に記載のある

ディベートと同じであるが、判定（ジャッジ）

に代えて、各自が発表及び質疑応答を踏まえ

たレポート又は小論文を作成するというもの

である。 

判定の代わりの方法として、他に、討議を

行った生徒に対し聴衆である生徒からのフィ

ードバックが必要ならば、発表の良かった

点・改善が必要な点等を記入する無記名のコ

メントペーパーを聴衆である生徒（場合に

よっては肯定側否定側の双方も含め評価し合

う）に記入させ、生徒に回付する。また、生

徒の積極的な取組を促すために勝敗に代わる

ものが必要ならば、評価項目毎にチームでは

なく各チームの生徒・資料の優秀者・優秀な

点を生徒に投票させる。具体的には(1)表現力

については声の大きさ・抑揚・話す速さ等が

優れていた生徒 1名を選び投票、(2)資料につ

いては双方の資料をパーツ毎に分けて優れて

いた資料一つを選び投票する。このような形

ならば、肯定側・否定側のどちらが勝ったで

はなく、誰の発表が又はどのような資料が優

れていたかについてが生徒の印象に残り、結

果が独り歩きすることは避けられると思われ

る。 

このような方法であれば、判定を行わなく

ても、質疑及び反駁により議論することは可

能であり、指導資料 30 頁に示された「自ら

一次資料に当たり多面的・多角的に調べ，論

理的に考え，調べたことや考えたことを積極

的に発言し，議論して望ましい問題解決の在

り方を考えさせるために行う。」というディベ

ートの目的は達成可能であると思われる。ま

た、立論、質疑、反駁という過程を踏まえた

レポート又は小論文を作成することは大学入

試における小論文の対策としても有効である

と思われる。 

（４）資料に関する検討 

「消費税率 10％引き上げ時に軽減税率を

導入すべきだ」を論題としたディベートによ

る租税教室（第 2 章参照）(91)では、ディベー

トの前にジグソー法を用いたグループディス

カッションが行われている。見解が異なる新

聞紙を用意できない場合等、論点を示して、

生徒自身が調べるジグソー法等の授業方法で

あれば資料作成の面から政治的中立性を疑わ
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れる可能性は低いと思われる。 

ただし、「テーマによっては，資料の収集や

調査の段階から生徒に行なわせることも不可

能ではない。しかし，（中略）一般的にはなか

なか難しい（中略）基本的には，教師が資料

を用意することになるだろう」(92)との指摘も

あり、生徒自身に調べさせることが難しい場

合や参考資料一覧を教員から提示する場合に

は政治的中立性が疑われることがないよう注

意が必要と思われる。 

また、教育委員会は，所管の学校における

補助教材の使用について，あらかじめ，教育

委員会に届け出させ，又は教育委員会の承認

を受けさせることとする定を設けるものとさ

れており(93)、必要な手続を行うことが求めら

れている。租税教育推進協議会には教育委員

会も参加していることから、租税推進協議会

において資料を作成することができれば、円

滑な届出又は承認が可能となり、教員側の負

担も軽減できると思われる。 

 

第９章 授業実施に向けた課題に関する検討 

（１）前提となる知識の獲得に関する課題 

第 8 章で提案したような授業を実施するた

めには、生徒に前提知識として税制の基礎的

な知識が必要となり、これらをどのように修

得させるかが課題となるが、これについては

①公民科以外の授業の活用、②中学校におけ

る租税教育の充実が方策として考えられる。 

公民科以外の授業の活用としては世界史の

授業を租税教育に活用した事例報告(94)があ

る。また、模擬選挙の争点として TPP を取

り上げ、「家庭」、「政治・経済」、「世界史」、

「英語」、「保健」、「情報」の授業において、

それぞれの教科・科目の視点から TPP の論

争点を取り上げた事例(95)があり、教科・科目

横断的に租税を取り上げておく方法が考えら

れる。 

中学校における租税教育の充実としては、

「税についての作文」と租税教室とを連動さ

せる方法が考えられる。中学生に対する租税

教育を見ると、租税教室の開催校割合は

27.7％、「税についての作文」への応募校割合

は 71.8％、応募生徒割合は 18.5％となってい

る。税の作文への応募校割合が租税教室の開

催割合よりも高いものの、応募生徒割合が相

対的に低くなっている。これは、多くの学校

において、夏休み等の課外活動として周知が

行われているものの、自由参加であるため、

応募校割合と応募生徒数に差が生じていると

思われる。このため、「税についての作文」の

応募実績のある中学校に対し、作文の参考と

なる租税教室の開催を働きかける(96)ことに

より、租税教室の拡充と作文の応募件数の増

加につなげることが考えられる。 

また、中学校学習指導要領及び「中学校学

習指導要領解説・社会編」において「財政に

対する危機感が弱い」(97)として、「税教育の

カリキュラム案」の提案がある。このような

提案が学習指導要領に反映されれば、中学校

における租税教育の充実につながると思われ

る。 

（２）授業時間確保等に関する課題 

主権者教育については、「100頁以上の副教

材を使用する授業時間が十分に確保できな

い」(98)といった指摘もある。また、第 8 章で

提案したような授業を行うには授業時間の確

保や準備が必要となり、主権者教育や租税教

育のためにそこまでの時間を確保できないと

の考えがあり得る。 

これについては、現実の課題について主体

的に考えることは、「これからの時代に求めら

れる資質・能力と、それを培う教育、教師の

在り方について（第七次提言）」（教育再生実

行会議）(99)において、これからの時代に求め

られる資質・能力として示された、「主体的に

課題を発見し、解決に導く力、志、リーダー

シップ」につながると考えられる。また、2015

年 12 月に取りまとめられた中央教育審議会

答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実
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現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入

学者選抜の一体的改革について」(100)におい

て高大接続システム改革の実現のために必要

とされる「答えのない問題に自ら答えを見い

だしていく思考力・判断力・表現力等」、これ

らの基になる「主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度」を身に付けることにもつ

ながり、高大接続実現につながっていくと考

えられ、こうした教育効果も踏まえて取り組

むことが必要と思われる。 

また、大学で導入されているようなオー

ディエンスレスポンスシステム(101)、学習管

理システム(102)又はタブレット等の ICT 機器

の利用が可能ならば、これらを用いることで

時間短縮や教員の負担軽減につながると思わ

れる。 

（３）ノウハウの蓄積及び活用に関する課題 

2016 年 4 月 15 日開催の財政制度分科会の

資料において、当面の取組として「中学・高

校における授業の優良事例の収集・横展開」

と記載されている。租税教育推進関係省庁等

協議会では既に、「租税教育の事例集」を作成

していることから、関係者間で情報を共有す

ることにより、効率的な優良事例の収集・横

展開が可能と思われる。 

 

第 10 章 財務省行政事業レビューにおける

コメントに関する検討 

2017 年 6 月 1 日に行われた財務省行政事

業レビューにおいて、国税庁の広報活動経費

が取り上げられ、租税教育についての指摘も

行われた(103)。財務省行政事業レビューにおい

ては、「教育は学校に任せて、国税庁は納税の

徴収等に専念すべき。」等のコメント(104)もあ

り、「事業内容の一部改善」とされていること

から、本章において、財務省行政事業レビュ

ーにおいて指摘されたコメントについて検討

を行う。 

（１）関係省庁等との連携 

評価者のコメントとして、「教育現場（文部

科学省）、年金（厚生労働省）などとの連携を

強化して、より効果的・効率的な事業にして

いくべき。」、「事業の効果的・効率的な実施の

ためには、関係省庁等と連携し、お金を支払

うという軸で、啓発活動を更に進めていくべ

きである。」が付されている。 

新科目「公共（仮称）」では、外部専門家と

の連携も想定されている(105)(106)ことから、文

部科学省と連携し、租税教育が特別なことで

はなく、通常の授業の一環として取り組まれ

るようにする必要があると思われる。 

（２）租税教育の方法 

評価者のコメントとして、「本事業の２本柱

である①啓発、②周知のうち、①啓発の分野

での取組に、とりわけ大きな改善の余地があ

ると考える。」、「国民の納税者意識を子どもの

時代からはぐくんでいくための取組のアプロ

ーチを抜本的に見直すべきではないか。」、「従

来の『作文』、『書道展』は効果が疑わしく、

学校教育現場と連携したプログラムに重点化

すべき。」、「小、中学校段階であれば、税務署

の仕事の現場や確定申告の現場を見せる。高

校、大学段階になれば、税制全体の大まかな

枠組み、所得税の枠組みを通じて、この国全

体として、どのような考え方に基づき『負担

の公平化』を図っているのかを説明し、理解

の浸透を図る、といったアプローチ中心に切

り替えるべきなのではないか。」が付されてい

る。 

このようなコメントが付された背景として、

高校における租税教室が少ないことから、小

中学生に対する租税教育の効果の持続性に疑

問を持たれてしまっていることが考えられる。 

また、評価者のコメントとして「啓発は、

時間を要する根幹的な取り組みであり、継続

的に充実させて欲しい。」とあり、租税教育自

体を継続的に行うことに加え、小、中学校段

階で租税教育を受けた者に対しても高校段階

で再度租税教育を受けられるようにすると

いった継続性も重要と思われる。 
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一方、質疑応答において「作文をすること

はある程度意識の高い人がやりだす傾向があ

りますので、結局、啓発をする必要のない人

に啓発しているということで、どこまでの効

果があるのか非常に疑問に思います」との意

見(107)も出されている。税の作文は自由参加が

多いと考えられ、関心が高い生徒が応募する

ということも考えられるが、夏休み等の課題

の一つとして税の作文が示されることにより、

関心が高くない生徒も税についての関心を持

つ契機につながると思われ、また、関心が高

い者についても、自ら調べ考え文章とするこ

とは有意義であると思われる。 

（３）租税教育の目標 

評価者のコメントとして、「最終的には、『国

民全体の自発的な納税者意識が向上するこ

と』を目標に据えて取り組むべきではない

か。」が付され、また、質疑応答において「特

段の社会科学系の学部に進学して勉強しなく

ても、税の基本的な項目であるとか、どうい

うことが控除されることになっていて、（中

略）みんな誰でも一通り分かっているぐらい

の社会を目指さないと。（中略）そこを目標に

なさったらいいじゃないか」(108)との意見が出

されている。 

最終的な目標としては、こうした目標も考

えられるが、効果測定が難しいと思われるた

め、中間的な目標が必要と思われる。 

また、納税者意識に関するアンケート調査

による研究(109)もあるが、納税者意識の向上を

測定する設問はなく、納税者意識の向上を測

定するには設問の工夫が必要と思われる。 

（４）租税教育の主体(110) 

評価者のコメントとして「税の啓発活動を

国税庁が行う理由はない。教育は学校に任せ

て、国税庁は納税の徴収等に専念すべき。」(111)

が付されている。 

租税教育についての考えとして「国税庁(中

略)では、従来から児童・生徒等に対する租税

教育は、本来は学校教育の中で実施すべきも

のとの基本的な考え方に立ち、学校教育にお

ける租税教育を充実するための支援に努めて

おり」(112)とされており、本来は租税教育も学

校教育の中で実施されるべきものとされてい

る。 

なお、当該コメントは海外の事例を基にし

たものと思われるが、租税教育、主権者教育

をどのように行うかは、各国の実情に即して

考えるべきであり、必ずしも海外と同様にす

る必要はないと思われる。単に教科書に沿っ

て納税が憲法で定められた国民の義務である

ことを説明するだけであれば、学校教員でも

対応可能と思われるが、現行税制の概要等の

説明は教科書の範囲を超えており、専門家の

協力が必要と思われる。 

（５）租税教育の成果指標 

評価者のコメントとして「レビューシート

（Ｐ５）の事業の目的が（Ｐ６の）成果目標

に適切に反映されていない。国税広報全般へ

の評価の向上という漠然としたものではなく、

「自発的・適正な申告、納税への貢献」とい

う視点から定め、それに則したアウトカム指

標を考えるべき。」、「税の啓発活動経費の約４

０％を占める納税功労者表彰の目標と指標を

適切に設定すべき。その上で、租税教育を含

め、成果目標を効果的に達成する活動に改善

していくべき。」(113)が付されている。 

また、質疑応答の中で、「社会人になって自

発的に税金を納めたいと思いますか。この国

の税制は大体どういう制度になっているか。

大まかなことが分かりましたかと聞いたとき

に、租税教室をやった学校とやっていない学

校でどれだけ差がつくかをまず見ると、租税

教室にどれだけ意味があるかというのが分か

る」(114)との意見が出されている。 

これらの意見の背景として、財務省行政事

業レビューに提出された平成 29 年度行政事

業レビューシートでは成果指標が「国税モニ

ターに対して、租税教育に関する取組につい

てアンケート調査を実施し、５段階評価で上



税大ジャーナル 29 2018.4 

132 

位２評価を得た割合」(115)とされており、この

成果指標について理解が得られなかったため

と思われる。 

意見として出された租税教室を行った学校

とそうでない学校を比較するというのは、租

税教室を受けられない生徒に比較のためのア

ンケートだけ協力を求めることとなり、比較

対象群となる生徒、教員、保護者の理解を得

ることが難しいと思われる。このため、租税

教室による考えの変化を測定するアンケート、

租税教室の実施前後のアンケートの比較、租

税に関する基本的な問題を受講生が解くこと

により、効果を測定することが考えられる。 

また、「社会人になって自発的に税金を納め

たいと思いますか。」という設問では、節税を

行うことが「自発的に納めたい」に反するの

か否か等、回答者の設問の解釈に差が生じる

ことが考えられるため、納税意識の向上を測

定するには設問の工夫が必要と思われる。こ

のため、例えば、設問を「講義を受けて、税

金は正しく納めるべきだとの考えが強くなり

ましたか。」、「講義を受けて、税金は正しく納

めたいとの考えが強くなりましたか。」とし、

選択肢を「そう思う」から「そう思わない」

と設定することが考えられる(116)。 

（６）取りまとめコメント 

取りまとめコメントは、「納税意識の向上に

向けた租税教育の更なる充実についての検討

や、当該成果を定量的に判断できる新たな指

標を追記する検討を行うこと。」とされている。 

「納税意識の向上に向けた租税教育の更な

る充実」については、主権者教育と結び付け

た高校生向けの租税教育により充実を図るこ

とが考えられる。また、「当該成果を定量的に

判断できる新たな指標」については、前述の

ように租税教室の開催前後のアンケートを比

較すること等で定量的な分析を行うことが考

えられる。 

第11章 おわりに 

本稿においては、租税教育が有する主権者

教育の対象としての長所、政治的中立性の観

点から問題視される可能性、対応方法につい

て検討を行った。 

前述の財政制度分科会の資料において、「新

たな科目『公共（仮称）』の円滑な実施に向け

た実践例の提供」と新科目「公共」導入を意

識する動きも見られる。新科目「公共」が導

入されても、租税教育や主権者教育の授業時

間が不十分であることに鑑みれば、受験科目

として意識されない限り、授業時間が不足し

ているという問題の解決には至らない可能性

があり、この点の検討が今後の課題と思われ

る。 

高校生に対する租税教育に関連の深い授業

科目である現代社会等のセンター試験におけ

る受験割合が低い(117)ことを示したが、試験

科目を大学側で指定や選択制としていること

から、大学側の指定等の状況の分析や現代社

会等の指定等の割合が低いことの背景分析が
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